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FAQ 

 

 分類 質問内容 ご回答 
12 全 体 事

項 
税務システムの標準化
に際し、財政的な⽀援
はありますか。 

地⽅団体のシステム移⾏のた
めに、令和２年度第３次補正
予算及び令和３年度第１次補
正予算として、デジタル基盤改⾰
⽀援基⾦（⾃治体情報システ
ム の 標 準 化 ・ 共 通 化 分 ） が
1,8251,509 億円計上されてい
るのでご活⽤ください。 

23 全 体 事
項 

⾃団体のシステムが標
準仕様書に準拠してい
るかどうかの判定は、どの
ように⾏われるのでしょう
か。 

いつの時点の標準仕様書に準
拠している必要があるのか、また、
その確認⽅法や経過措置の設
定の有無等については、総務省
⾃治⾏政局やデジタル庁をはじ
めとした関係部署とも調整のう
え、今後、検討を進めてまいりま
す。 

34 全 体 事
項 

ガバメントクラウドの検討
状況やその内容はどのよ
うになっていますか。 

ガバメントクラウドは、ISMAP
（政府情報システムのためのセキ
ュリティ評価制度）に登録された
クラウドサービスの中からデジタル
庁が、データセンタの国内要件等
技術的要件を満たすものを調達
することとされており、います。 

令和３年度及び４年度にお
いてより、地⽅団体が安⼼して利
⽤できるよう、先⾏事業を通じて
⾮機能要件や費⽤対効果を検
証する等を⾏っています。 

詳細は地⽅公共団体情報シ
ステムの標準化に関する法律第
五条に定める「地⽅公共団体情
報システム標準化基本⽅針」
【第 0.8 版】を参照ください。 
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45 標 準 仕
様書の内
容 

収滞納管理について、
デジタルガバメント実⾏
計画においては標準化
の対象範囲（2017 業
務）には含まれていませ
ん が 、 課 税 業 務 と 同
様、法的に標準仕様書
への準拠義務が⽣じま
すか。 

「地⽅公共団体情報システム
の標準化に関する法律第⼆条
第⼀項に規定する標準化対象
事務を定める政令」（令和４年
政令第１号）及び「地⽅公共
団体情報システムの標準化に関
する法律第⼆条第⼀項に規定
する標準化対象事務を定める政
令に規定するデジタル庁令・総務
省令で定める事務を定める命
令」（令和４年デジタル庁・総
務省令第１号）の規定のとお
り、固定資産税個⼈住⺠税や
法⼈住⺠税などの４税⽬に関
係する係る収滞納管理機能につ
いては、も標準化対象事務として
政令に規定することを想定してい
ます。としています。 

地⽅公共団体情報システムの
標準化に関する法律第８条の
規定では、標準化対象事務を
処理する情報システムは標準化
基準に適合しなければならないこ
ととされており、上記収滞納管理
についても標準仕様書への準拠
義務が⽣じるほか、移⾏期限や
財政措置等についても「2017業
務」と同様の取扱いになると考え
ていますります。 
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65 標 準 仕
様書の内
容 

事業所税など標準化の
対象となっていない税⽬
については、標準仕様
書との関係はどう捉えた
ら良いですか。対象外の
税⽬のシステム調達に
ついては各地⽅団体の
判断で標準準拠システ
ム外のシステムを調達す
ることとなりますか。 

「標準化の対象外」の税⽬に
係る要件等については、標準準
拠システムとは別に構築してアド
オンするか、標準準拠システム外
のシステムとして構築することにな
るものと考えており、その調達の仕
⽅は地⽅団体の裁量によるもの
と認識していますなります。 

67 標 準 仕
様書の内
容 

標準仕様書の対象外
にしているサブシステムの
調達については、各地
⽅団体の判断で標準
準拠システム外のシステ
ムを調達することとなりま
すか。 

固定資産税の⼟地・家屋の
評価システムや、課税イメージファ
イリングシステム、電話催告システ
ムなどは標準化の対象外としてい
ます。 

これらシステムに係る要件は
「標準化の対象外」であるため、
標準準拠システムとは異なるシス
テムとして、必要な要件を実装し
ても問題なく、調達も地⽅団体
の裁量によるものと認識していりま
す。 

なお、業務効率化のために導
⼊が考えられる RPA や AI/OCR
などについても同様です。 

78 標 準 仕
様書の内
容 

国⺠健康保険、介護
保険、後期⾼齢者医
療などの収滞納の⼀元
化をしている場合、当
該科⽬に必要な機能の
調達はどのようにしたらよ
いですか。 

左記のような科⽬の収滞納業
務の⼀元化に必要な機能も「標
準化の対象外」であるため、調達
は地⽅団体の裁量によるものと
認識していります。 
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89 標 準 仕
様書の内
容 

指定⾦融機関や収納
代⾏業者、財務会計シ
ステムとのデータ授受に
ついて、地⽅団体独⾃
の運⽤についてはどのよ
うに対応したらよいです
か。 

指定⾦融機関やコンビニ収納
などの収納代⾏業者、財務会計
システムとのデータ授受の具体の
⽅法については、それぞれの団体
の事情にあわせて実施いただくと
いう認識ですが、。 

税務システムと外部システムと
の連携⽅法については、デジタル
庁において、API 連携等、必要
な連携ができるようにする⽅向で
連携要件を検討していると聞い
ていますおり、詳細は「地⽅公共
団体の基幹業務システムに係る
データ要件・連携要件標準仕様
書」【第 0.8 版】を参照ください。 

910 標 準 仕
様書の内
容 

⼤量印刷・発送する帳
票（当初課税時の納
⼊通知書等）の印刷
のソート順や⼭分けにつ
いてはどのように対応し
たらよいですか。 

⼤量印刷・発送の際の条件に
ついては、郵便局や外部委託事
業者との取り決めや同封物の封
⼊の有無など、それぞれの団体の
事情にあわせて実施いただくという
認識です。 
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1011 標 準 仕
様書の内
容 

税務システム等標準化
検討会（第1回）にお
いて、「画⾯表⽰（画
⾯遷移等）・専ら操作
性」にかかる要件は標
準化対象外になってい
ますが、どのようなものが
該当しますか。 

左記に⽰す要件は、カスタマイ
ズの要因やデータ移⾏の阻害要
因になっているとは考えにくいた
め、標準化の対象外としており、
具体的には、以下のようなものを
想定しています。 
 対象者特定後、詳細情

報表⽰をワンクリックで確
認できるなどの画⾯表⽰
に係る要件 

 処理に注意が必要な対
象者を⾊やポップアップで
注意喚起するなどのユー
ザーインターフェースに係る
要件 

 アプリケーション・画⾯を同
時に複数起動できる、マ
ウス操作だけでなくファンク
ションキーなどによって⼊
⼒できるなどの操作性に
係る要件 
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1112 標 準 仕
様書の内
容 

各地⽅団体が条例に
定める独⾃の事務があ
る場合、どのように対応
すればよいですか。 

独⾃事務のために必要な機能
については、標準準拠システムに
おいてパラメータ処理で可能とす
ることや、標準準拠システムとは
別に構築して情報連携できるよう
アドオンすることにより実現すること
とし、標準準拠システムに対する
カスタマイズを⾏わないように⼯夫
する予定ですしています。 

そのような⼯夫を⾏ってもな
お、標準準拠システムに対して改
変を⾏うことについては、地⽅公
共団体情報システムの標準化に
関する法律第８条第２項におい
て、標準化対象事務と⼀体的に
処理することが効率的であると認
められるときであって、互換性が損
なわれない限りにおいては必要最
⼩限度の改変や追加を⾏うこと
ができるとしていますが、統⼀・標
準化の趣旨から⾔えば、極⼒、そ
れを避けるべきであると考えていま
す。 

1213 標 準 仕
様書の内
容 

今後、「標準仕様書に
関連する記載が全くな
いが、運⽤上必要とな
る機能」が⽣じた場合、
標準仕様書にない機能
の追加は認められます
か。その場合、どこまで
認められるのか、具体的
な範囲は⽰されますか。 

税務システムの標準化におい
ては、原則、パッケージベンダーが
標準仕様書の機能等に準拠し
たパッケージを開発し、⾃らの団
体に最適なものを選択して使⽤
するものです。 

ご懸念のような状況が発⽣し
ないよう、関係者が集まって議論
する形をとっているものであるた
め、引き続き、丁寧に議論してま
いります。 
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1314 標 準 仕
様書の内
容 

パッケージベンダーより提
供されるシステムが標準
仕様に準拠しているかど
うかは、どのように確認し
たらよいですか。 

準拠性の確認⽅法について
は、地⽅税に限らず、全業務に
関わる話であるため、デジタル庁
や総務省⾃治⾏政局とも調整し
ていきます。 

1415 標 準 仕
様書の内
容 

パッケージによっては法
⼈住⺠税の収納が課
税側に実装されていた
り、督促を滞納管理シ
ステムで⾏うことなども想
定されますが、標準仕
様書で定義される要件
どおりに標準準拠パッケ
ージが開発されるという
ことでしょうか。 

左記のような実装上の違いは
認識しており、標準仕様書の要
件が充⾜していれば、実現するパ
ッケージの製品体系は問いませ
ん。 

1516 標 準 仕
様書の内
容 

税務システムにおける宛
名管理の要件定義は
⾏われますか。 

税務として管理すべき宛名管
理に必要な管理項⽬等は標準
仕様書の共通要件に記載してい
ます。 

また政府全体では、デジタル庁
が中⼼となって、全業務横断の
検討を⾏う予定です。 

1617 標 準 仕
様書の内
容 

地⽅団体によっては、総
合窓⼝による住⺠サー
ビスを⾏っており、住⺠
票や課税・納税にかか
る証明を⼀つの画⾯か
ら実施しています。この
ような窓⼝形態に必要
となる機能はどのように
対応したらよいですか。 

総合窓⼝における証明書発
⾏⼀元化機能などについては標
準化の対象外であり、当該機能
の導⼊は、標準準拠システムとは
異なるシステムとして、それぞれの
団体の事情にあわせて実施いた
だくという認識です。 
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1718 標 準 仕
様書の内
容 

税務システムから 2017
業務以外の庁内の既
存システムとのデータ連
携がある場合、どのよう
に対応したらよいです
か。 

庁内の 2017 業務以外の既
存システムとの連携⽅法について
は、連携要件をデジタル庁におい
て検討しており、税務システムと
庁内の既存システムとの連携⽅
法については、デジタル庁におい
て、API 連携等、必要な連携が
できるようにする⽅向で連携要件
を検討していると聞いています。 

1819 標 準 仕
様書の内
容 

現⾏システムで利⽤して
いる内部帳票が標準仕
様書にない場合、どのよ
うに対応したらよいです
か。 

標準仕様書に定義される帳
票で業務を運⽤していただく想定
ですが、必要に応じて、標準化
対象外とされた内部帳票を EUC
ツールにてデータ出⼒していただく
ことは差⽀えありません。 

1920 標 準 仕
様書の内
容 

実装してもしなくても良
い機能は、調達時に地
⽅団体が求めてもよい
機能ですか。 
どのベンダも当該機能を
実装せず、⼤規模団体
にとって必須の機能を満
たすことができない状況
が発⽣する可能性を懸
念しています。 

税務システムの標準化におい
ては、原則、パッケージベンダーが
標準仕様書の機能等に準拠し
たパッケージを開発し、地⽅団体
は、⾃らの団体に最適なものを選
択して使⽤します。「実装してもし
なくても良い機能」についても、パ
ッケージベンダーが⾃ら解釈し、機
能を実装するかどうかの判断を⾏
うものとされています。 

ご懸念のような状況が発⽣し
ないよう、関係者が集まって議論
するかたちをとっており、引き続き、
丁寧に議論してまいります。 
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2021 標 準 仕
様書の内
容 

課税資料チェックなどの
エラーやアラート内容は
地⽅団体によって差異
が⼤きく、網羅的に定
義するのは困難ではな
いでしょうか。 

エラー・アラートに係る要件につ
いては、その概要のみを記載し、
突合対象項⽬などの詳細までは
標準仕様書に定義せず、参考
資料として詳細条件を添付して
います。 

地⽅団体においては、システム
に実装されたエラー・アラート機能
を活⽤いただきますが、各団体の
組織体制・業務状況等に応じ
て、エラー及びアラートの発出有
無の選択や、エラーかアラートかの
切替えを可能とする予定ですして
います。 

2122 標 準 仕
様書の内
容 

様式のレイアウトに合わ
せて、サイズ等を規定す
る予定はありますか。
（電⼦申請・申告を整
備したとしても、地⽅税
の申告においては、納
税者が紙による⼿続き
を選択することも多いと
考えているため） 

レイアウトを規定する外部帳票
については、標準仕様書におい
て、サイズを規定しています。 

基本的には A4 縦としています
が、帳票によっては視認性等に
配慮し、A4 横等としています。 

2223 標 準 仕
様書の内
容 

標準仕様書において、
住⺠記録システムや国
⺠健康保険、介護保
険など、情報連携が必
要な他システムとのデー
タ連携に関する標準仕
様は⽰されますか。 

2017 業務のデータ要件・連携
要件については、令和 43 年度に
デジタル庁で整理することとなって
います。地⽅税にあっては、当該
要 件 の 整 理 に 従 い 、 今 後 、
【1.0】の改定を⾏う予定です要
件等を【第 2.0 版】として盛り込
む予定です。 
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2324 ⾮機能 税務システムのオンライ
ンやバッチ処理の性能は
どのように担保されます
か。 

オンラインリクエスト件数や通常
時オンラインレスポンスタイム、バッ
チ処理件数や通常時バッチレス
ポンス順守度合いなどを指標とし
た⾮機能要件は、デジタル庁及
び総務省が策定する「地⽅⾃治
体の業務プロセス・情報システム
の⾮機能要件の標準（標準⾮
機能要件）」によるものとし、税
務システムにおいてもこれらを満た
す必要があります。 

2425 ⾮機能 税務システムはマイナン
バー系の事務であるた
め、⼆要素認証などの
要 件 は 定 義 さ れ ま す
か。 

セキュリティについても、「地⽅
⾃治体の業務プロセス・情報シス
テムの⾮機能要件の標準（標
準⾮機能要件）」によるものと
し、税務システムにおいてもこれら
を満たす必要があります。 

なお、当該標準⾮機能要件
については、令和４年夏までに、
必要に応じて拡充することとされ
ています。 

2526 公開後の
運⽤・改
訂 

共通納税システムや税
額通知の電⼦化など、
⼤規模なシステム改修
が⾒込まれるものは標
準化との関係はどのよう
になりますか。 

不整合が⽣じないよう、標準
仕様書にも随時反映していく予
定です。 

2627 公開後の
運⽤・改
訂 

税制改正や運⽤上の
理由から、標準仕様書
に機能等の記載追加が
必要となった場合の⼿
続きを教えてください。 

税制改正や BPR に伴う業務
フローや機能要件等の変更が⾏
われることも想定されますが、地
⽅団体の意⾒を伺いながら迅速
に対応する仕組みを今後検討す
るなど、しっかりと対応していく所
存です。 
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2728 公開後の
運⽤・改
訂 

機能要件・帳票要件な
どの内容・解釈に疑義
が⽣じた際、地⽅団体
からは、どのような⼿段
でどこに問い合わせを⾏
う想定ですか。 

統⼀・標準化の取組は地⽅
団体の意⾒を伺いながら、地⽅
団体と⼀緒になって進めていく必
要があると認識しており、問い合
わせ対応の仕組みを検討するな
ど、しっかりと対応していく所存で
す。 

2829 標 準 仕
様書の内
容 

指定都市の帳票に係る
要件（帳票要件、印
字項⽬・諸元表、帳票
レイアウト）はどのように
定義されていますか。 

指定都市会から意⾒のあった
要件を中⼼に検討し、結果を標
準仕様書に取り纏めています。
特に【第 21.0 版】では、指定都
市の帳票に係る要件として、8-
1_帳票要件（指定都市）_個
⼈住⺠税、各税⽬の機能要件
（指定都市）「帳票出⼒全般」
に取り纏めています。 

29 公開後の
運⽤・検
討 

質問内容︓現⾏運⽤
では、申告書等パンチ
データの作成を外部に
委託し、パンチデータを
⼀括でシステムに取り込
んでいます。取り込みデ
ータのレイアウトは、標
準仕様書で定義されま
すでしょうか。 

外部委託に係る範囲は標準
仕様書の検討対象外となりま
す。パンチデータ等取り込みデータ
のレイアウトは、取り込み先のパッ
ケージのレイアウトに合わせて運
⽤してください。 

30 公開後の
運⽤・検
討 

現⾏運⽤では、外部委
託している⼤量出⼒帳
票の宛先部分（窓あき
領域）に宛名番号や
連番等の管理番号を
印字し、引抜きに活⽤
しています。⾃治体の裁
量で宛先部分（窓あき
領域）に宛名番号や
連番等の管理番号を
追加することは可能でし
ょうか。 

宛先部分（窓あき領域）に
宛名番号や連番等の管理番号
を追加することは問題ありません。
また、標準仕様書のWG検討段
階で必要と判断された帳票等、
既に管理番号の印字が定義され
ている場合もあります。 
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31 公開後の
運⽤・検
討 

省令様式がある帳票
は、「省令様式を基調
にしたシステムから印字
する場合のレイアウト」の
定義は出来ないでしょう
か。 
また、レイアウトの外にシ
ステムから印字すること
は可能でしょうか。 

省令様式の帳票レイアウトは、
当該の省令や例規にて定義さ
れ、標準仕様書では定義せずに
そちらを参照する資料構成として
います。 

省令様式をシステムから出⼒
する際、レイアウト外に管理⽤の
情報を印字することは妨げませ
ん。 

 


